
様式 31 号 

  

令和２年７月１日 
 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他

の軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣

会員の皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくととも

に、就業環境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

 

1. 派 遣 労 働 者 の 数  ：   ０名 

 

2. 派 遣 先 の 数  ：   ０社 

 

3. 派 遣 料 金 の 平 均 額 ：   ０円  (1日 8時間あたり) 

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ：   ０円 (1日 8時間あたり) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ：  

 

6. 教育訓練に関する事項 ： 就業に必要な各種技能講習等 

 

7. そ の 他 の 事 項 

  ・ 労災保険、有給休暇 

    ・ 指定宿泊施設会員割引制度等 

     （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい 。） 

  ・ 健康保険・厚生年金・雇用保険 

   原則として適用なし（臨時的かつ短期的な就業であるため） 

      ※但し、加入基準を満たす場合は適用します。 

以 上 

 

派遣元事業主 

実施事業所 公益社団法人 広島県シルバー人材センター連合会  

   〒７３０－０００５ 広島県広島市中区西白島町２４番３６号 

  電話：０８２－５０２－０４６８ 



様式 31 号 
令和２年７月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他

の軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣

会員の皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくととも

に、就業環境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

 

1. 派 遣 労 働 者 の 数 ：   ３６１名 

 

2. 派 遣 先 の 数 ：   １４３社 

 

3. 派 遣 料 金 の 平 均 額 ：   ９,４８９円  (1日 8時間あたり) 

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ：   ７,４１４円 (1日 8時間あたり) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ： ２１.９％ 

 

6. 教育訓練に関する事項 ： 就業に必要な各種技能講習等 

 

7. そ の 他 の 事 項 

  ・ 労災保険、有給休暇 

    ・ 指定宿泊施設会員割引制度等 

     （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい 。） 

  ・ 健康保険・厚生年金・雇用保険 

   原則として適用なし（臨時的かつ短期的な就業であるため） 

      ※但し、加入基準を満たす場合は適用します。 

以 上 

 

派遣元事業主 

実施事業所 公益社団法人 広島県シルバー人材センター連合会 広島市事務所 

   〒７３０－０００５ 広島県広島市中区西白島町２３番９号 

  電話：０８２－２２３－１１５６ 

 



様式 31 号 
令和２年７月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他

の軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣

会員の皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくととも

に、就業環境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

 

1. 派 遣 労 働 者 の 数 ：   ２０名 

 

2. 派 遣 先 の 数 ：   １０社 

 

3. 派 遣 料 金 の 平 均 額 ：  １０,４００円  (1日 8時間あたり) 

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ：   ８,１１５円 (1日 8時間あたり) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ： ２２.０％ 

 

6. 教育訓練に関する事項 ： 就業に必要な各種技能講習等 

 

7. そ の 他 の 事 項 

  ・ 労災保険、有給休暇 

    ・ 指定宿泊施設会員割引制度等 

     （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい 。） 

  ・ 健康保険・厚生年金・雇用保険 

   原則として適用なし（臨時的かつ短期的な就業であるため） 

      ※但し、加入基準を満たす場合は適用します。 

以 上 

 

派遣元事業主 

実施事業所 公益社団法人 広島県シルバー人材センター連合会 呉市事務所 

   〒７３７－００７７ 広島県呉市伏原一丁目４番２５号 

  電話：０８２３－２１－６６１１ 



様式 31 号 
令和２年７月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他

の軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣

会員の皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくととも

に、就業環境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

 

1. 派 遣 労 働 者 の 数 ：   ４０名 

 

2. 派 遣 先 の 数 ：   １９社 

 

3. 派 遣 料 金 の 平 均 額 ：   １０,７４７円  (1日 8時間あたり) 

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ：    ８,４３５円 (1日 8時間あたり) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ： ２１.５％ 

 

6. 教育訓練に関する事項 ： 就業に必要な各種技能講習等 

 

7. そ の 他 の 事 項 

  ・ 労災保険、有給休暇 

    ・ 指定宿泊施設会員割引制度等 

     （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい 。） 

  ・ 健康保険・厚生年金・雇用保険 

   原則として適用なし（臨時的かつ短期的な就業であるため） 

      ※但し、加入基準を満たす場合は適用します。 

以 上 

 

派遣元事業主 

実施事業所 公益社団法人 広島県シルバー人材センター連合会 竹原市事務所 

   〒７２５－００２６ 広島県竹原市中央四丁目７番７１号 

  電話：０８４６－２２－３３３１ 



様式 31 号 
令和２年７月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他

の軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣

会員の皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくととも

に、就業環境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

 

1. 派 遣 労 働 者 の 数 ：   ７４名 

 

2. 派 遣 先 の 数 ：   ２５社 

 

3. 派 遣 料 金 の 平 均 額 ：  １０,５１６円  (1日 8時間あたり) 

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ：   ８,１８７円 (1日 8時間あたり) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ： ２２.１％ 

 

6. 教育訓練に関する事項 ： 就業に必要な各種技能講習等 

 

7. そ の 他 の 事 項 

  ・ 労災保険、有給休暇 

    ・ 指定宿泊施設会員割引制度等 

     （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい 。） 

  ・ 健康保険・厚生年金・雇用保険 

   原則として適用なし（臨時的かつ短期的な就業であるため） 

      ※但し、加入基準を満たす場合は適用します。 

以 上 

 

派遣元事業主 

実施事業所 公益社団法人 広島県シルバー人材センター連合会 三原市事務所 

   〒７２３－００１６ 広島県三原市宮沖五丁目９番３２号 

  電話：０８４８－６３－２２６６ 



様式 31 号 
令和２年７月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他

の軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣

会員の皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくととも

に、就業環境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

 

1. 派 遣 労 働 者 の 数 ：   ６６名 

 

2. 派 遣 先 の 数 ：   １９社 

 

3. 派 遣 料 金 の 平 均 額 ：   ９,４０６円  (1日 8時間あたり) 

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ：   ７,３３９円 (1日 8時間あたり) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ： ２２.０％ 

 

6. 教育訓練に関する事項 ： 就業に必要な各種技能講習等 

 

7. そ の 他 の 事 項 

  ・ 労災保険、有給休暇 

    ・ 指定宿泊施設会員割引制度等 

     （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい 。） 

  ・ 健康保険・厚生年金・雇用保険 

   原則として適用なし（臨時的かつ短期的な就業であるため） 

      ※但し、加入基準を満たす場合は適用します。 

以 上 

 

派遣元事業主 

実施事業所 公益社団法人 広島県シルバー人材センター連合会 尾道市事務所 

   〒７２２－００４２ 広島県尾道市久保町１７０１番地１ 

  電話：０８４８－２０－７７００ 



様式 31 号 
令和２年７月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他

の軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣

会員の皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくととも

に、就業環境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

 

1. 派 遣 労 働 者 の 数 ：   ７８名 

 

2. 派 遣 先 の 数 ：   ６２社 

 

3. 派 遣 料 金 の 平 均 額 ：   ９,８３４円  (1日 8時間あたり) 

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ：   ７,７０８円 (1日 8時間あたり) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ： ２１.６％ 

 

6. 教育訓練に関する事項 ： 就業に必要な各種技能講習等 

 

7. そ の 他 の 事 項 

  ・ 労災保険、有給休暇 

    ・ 指定宿泊施設会員割引制度等 

     （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい 。） 

  ・ 健康保険・厚生年金・雇用保険 

   原則として適用なし（臨時的かつ短期的な就業であるため） 

      ※但し、加入基準を満たす場合は適用します。 

以 上 

 

派遣元事業主 

実施事業所 公益社団法人 広島県シルバー人材センター連合会 福山市事務所 

   〒７２１－０９５５ 広島県福山市新涯町二丁目２１番３０号 

  電話：０８４－９５３－５２２２ 



様式 31 号 
令和２年７月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他

の軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣

会員の皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくととも

に、就業環境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

 

1. 派 遣 労 働 者 の 数 ：   ２３名 

 

2. 派 遣 先 の 数 ：   １３社 

 

3. 派 遣 料 金 の 平 均 額 ：   １０,０２６円  (1日 8時間あたり) 

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ：    ７,７６９円 (1日 8時間あたり) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ： ２２.５％ 

 

6. 教育訓練に関する事項 ： 就業に必要な各種技能講習等 

 

7. そ の 他 の 事 項 

  ・ 労災保険、有給休暇 

    ・ 指定宿泊施設会員割引制度等 

     （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい 。） 

  ・ 健康保険・厚生年金・雇用保険 

   原則として適用なし（臨時的かつ短期的な就業であるため） 

      ※但し、加入基準を満たす場合は適用します。 

以 上 

 

派遣元事業主 

実施事業所 公益社団法人 広島県シルバー人材センター連合会 府中市事務所 

   〒７２６－００３３ 広島県府中市目崎町３５２番地 

  電話：０８４７－４７－６１２０ 



様式 31 号 
令和２年７月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他

の軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣

会員の皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくととも

に、就業環境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

 

1. 派 遣 労 働 者 の 数 ：  ７３名 

 

2. 派 遣 先 の 数 ：  ２３社 

 

3. 派 遣 料 金 の 平 均 額 ：  １０,２２４円  (1日 8時間あたり) 

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ：   ８,０３２円 (1日 8時間あたり) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ： ２１.４％ 

 

6. 教育訓練に関する事項 ： 就業に必要な各種技能講習等 

 

7. そ の 他 の 事 項 

  ・ 労災保険、有給休暇 

    ・ 指定宿泊施設会員割引制度等 

     （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい 。） 

  ・ 健康保険・厚生年金・雇用保険 

   原則として適用なし（臨時的かつ短期的な就業であるため） 

      ※但し、加入基準を満たす場合は適用します。 

以 上 

 

派遣元事業主 

実施事業所 公益社団法人 広島県シルバー人材センター連合会 三次市事務所 

   〒７２８－００１６ 広島県三次市四拾貫町１５４番地１ 

  電話：０８２４－６２－７８００ 



様式 31 号 
令和２年７月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他

の軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣

会員の皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくととも

に、就業環境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

 

1. 派 遣 労 働 者 の 数 ：   ３１名 

 

2. 派 遣 先 の 数 ：   ２５社 

 

3. 派 遣 料 金 の 平 均 額 ：  １０,５５６円  (1日 8時間あたり) 

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ：   ８,０７０円 (1日 8時間あたり) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ： ２３.６％ 

 

6. 教育訓練に関する事項 ： 就業に必要な各種技能講習等 

 

7. そ の 他 の 事 項 

  ・ 労災保険、有給休暇 

    ・ 指定宿泊施設会員割引制度等 

     （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい 。） 

  ・ 健康保険・厚生年金・雇用保険 

   原則として適用なし（臨時的かつ短期的な就業であるため） 

      ※但し、加入基準を満たす場合は適用します。 

以 上 

 

派遣元事業主 

実施事業所 公益社団法人 広島県シルバー人材センター連合会 庄原市事務所 

   〒７２７－００２１ 広島県庄原市三日市町２０番地１３ 

  電話：０８２４－７２－１１３５ 



様式 31 号 
令和２年７月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他

の軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣

会員の皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくととも

に、就業環境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

 

1. 派 遣 労 働 者 の 数 ：   １２９名 

 

2. 派 遣 先 の 数 ：    ２４社 

 

3. 派 遣 料 金 の 平 均 額 ：  １０,０８１円  (1日 8時間あたり) 

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ：   ７,８５４円 (1日 8時間あたり) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ： ２２.１％ 

 

6. 教育訓練に関する事項 ： 就業に必要な各種技能講習等 

 

7. そ の 他 の 事 項 

  ・ 労災保険、有給休暇 

    ・ 指定宿泊施設会員割引制度等 

     （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい 。） 

  ・ 健康保険・厚生年金・雇用保険 

   原則として適用なし（臨時的かつ短期的な就業であるため） 

      ※但し、加入基準を満たす場合は適用します。 

以 上 

 

派遣元事業主 

実施事業所 公益社団法人 広島県シルバー人材センター連合会 大竹市事務所 

   〒７３９－０６２３ 広島県大竹市小方一丁目２０番１号 

  電話：０８２７－５７－６１００ 



様式 31 号 
令和２年７月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他

の軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣

会員の皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくととも

に、就業環境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

 

1. 派 遣 労 働 者 の 数 ：   １０４名 

 

2. 派 遣 先 の 数 ：    ３７社 

 

3. 派 遣 料 金 の 平 均 額 ：   １０,３７４円  (1日 8時間あたり) 

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ：     ８,１９２円 (1日 8時間あたり) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ： ２１.０％ 

 

6. 教育訓練に関する事項 ： 就業に必要な各種技能講習等 

 

7. そ の 他 の 事 項 

  ・ 労災保険、有給休暇 

    ・ 指定宿泊施設会員割引制度等 

     （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい 。） 

  ・ 健康保険・厚生年金・雇用保険 

   原則として適用なし（臨時的かつ短期的な就業であるため） 

      ※但し、加入基準を満たす場合は適用します。 

以 上 

 

派遣元事業主 

実施事業所 公益社団法人 広島県シルバー人材センター連合会 東広島市事務所 

   〒７３９－００１５ 広島県東広島市西条栄町９番１８号 

  電話：０８２－４２６－４６８３ 



様式 31 号 
令和２年７月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他

の軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣

会員の皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくととも

に、就業環境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

 

1. 派 遣 労 働 者 の 数 ：   ８９名 

 

2. 派 遣 先 の 数 ：   ２７社 

 

3. 派 遣 料 金 の 平 均 額 ：   ９,７１８円  (1日 8時間あたり) 

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ：   ７,５６４円 (1日 8時間あたり) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ： ２２.２％ 

 

6. 教育訓練に関する事項 ： 就業に必要な各種技能講習等 

 

7. そ の 他 の 事 項 

  ・ 労災保険、有給休暇 

    ・ 指定宿泊施設会員割引制度等 

     （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい 。） 

  ・ 健康保険・厚生年金・雇用保険 

   原則として適用なし（臨時的かつ短期的な就業であるため） 

      ※但し、加入基準を満たす場合は適用します。 

以 上 

 

派遣元事業主 

実施事業所 公益社団法人 広島県シルバー人材センター連合会 廿日市市事務所 

   〒７３８－００２３ 広島県廿日市市下平良一丁目１番５号 

  電話：０８２９－２０－１４６８ 



様式 31 号 
令和２年７月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他

の軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣

会員の皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくととも

に、就業環境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

 

1. 派 遣 労 働 者 の 数 ：   ６２名 

 

2. 派 遣 先 の 数 ：   ２３社 

 

3. 派 遣 料 金 の 平 均 額 ：   ９,０３５円  (1日 8時間あたり) 

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ：   ７,０３３円 (1日 8時間あたり) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ： ２２.２％ 

 

6. 教育訓練に関する事項 ： 就業に必要な各種技能講習等 

 

7. そ の 他 の 事 項 

  ・ 労災保険、有給休暇 

    ・ 指定宿泊施設会員割引制度等 

     （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい 。） 

  ・ 健康保険・厚生年金・雇用保険 

   原則として適用なし（臨時的かつ短期的な就業であるため） 

      ※但し、加入基準を満たす場合は適用します。 

以 上 

 

派遣元事業主 

実施事業所 公益社団法人 広島県シルバー人材センター連合会 安芸高田市事務所 

   〒７３１－０５４４ 広島県安芸高田市吉田町多治比６１１番地１ 

  電話：０８２６－４２－４４１１ 



様式 31 号 
令和２年７月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他

の軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣

会員の皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくととも

に、就業環境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

 

1. 派 遣 労 働 者 の 数 ：   ４５名 

 

2. 派 遣 先 の 数 ：   １５社 

 

3. 派 遣 料 金 の 平 均 額 ：   ９,８０３円  (1日 8時間あたり) 

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ：   ７,２９９円 (1日 8時間あたり) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ： ２５.５％ 

 

6. 教育訓練に関する事項 ： 就業に必要な各種技能講習等 

 

7. そ の 他 の 事 項 

  ・ 労災保険、有給休暇 

    ・ 指定宿泊施設会員割引制度等 

     （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい 。） 

  ・ 健康保険・厚生年金・雇用保険 

   原則として適用なし（臨時的かつ短期的な就業であるため） 

      ※但し、加入基準を満たす場合は適用します。 

以 上 

 

派遣元事業主 

実施事業所 公益社団法人 広島県シルバー人材センター連合会 府中町事務所 

   〒７３５－００１３ 広島県安芸郡府中町浜田三丁目９番２号 

  電話：０８２－２８５－０１６１ 



様式 31 号 
令和２年７月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他

の軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣

会員の皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくととも

に、就業環境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

 

1. 派 遣 労 働 者 の 数 ：   ３５名 

 

2. 派 遣 先 の 数 ：   ２４社 

 

3. 派 遣 料 金 の 平 均 額 ：  １０,０１９円  (1日 8時間あたり) 

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ：   ７,９３９円 (1日 8時間あたり) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ： ２０.８％ 

 

6. 教育訓練に関する事項 ： 就業に必要な各種技能講習等 

 

7. そ の 他 の 事 項 

  ・ 労災保険、有給休暇 

    ・ 指定宿泊施設会員割引制度等 

     （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい 。） 

  ・ 健康保険・厚生年金・雇用保険 

   原則として適用なし（臨時的かつ短期的な就業であるため） 

      ※但し、加入基準を満たす場合は適用します。 

以 上 

 

派遣元事業主 

実施事業所 公益社団法人 広島県シルバー人材センター連合会 海田町事務所 

   〒７３６－００５１ 広島県安芸郡海田町つくも町６番３号 

  電話：０８２－８２３－２７３３ 



様式 31 号 
令和２年７月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他

の軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣

会員の皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくととも

に、就業環境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

 

1. 派 遣 労 働 者 の 数 ：   ４名 

 

2. 派 遣 先 の 数 ：   ４社 

 

3. 派 遣 料 金 の 平 均 額 ：   １２,６１２円  (1日 8時間あたり) 

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ：    ９,７００円 (1日 8時間あたり) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ： ２３.１％ 

 

6. 教育訓練に関する事項 ： 就業に必要な各種技能講習等 

 

7. そ の 他 の 事 項 

  ・ 労災保険、有給休暇 

    ・ 指定宿泊施設会員割引制度等 

     （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい 。） 

  ・ 健康保険・厚生年金・雇用保険 

   原則として適用なし（臨時的かつ短期的な就業であるため） 

      ※但し、加入基準を満たす場合は適用します。 

以 上 

 

派遣元事業主 

実施事業所 公益社団法人 広島県シルバー人材センター連合会 安芸太田町事務所 

   〒７３１－３５０１ 広島県山県郡安芸太田町大字加計３５０５番地４ 

  電話：０８２６－２２－２４１０ 



様式 31 号 
 

令和２年７月１日 
 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他

の軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣

会員の皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくととも

に、就業環境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

 

1. 派 遣 労 働 者 の 数 ：   ６９名 

 

2. 派 遣 先 の 数 ：   ３１社 

 

3. 派 遣 料 金 の 平 均 額 ：  １０,４８６円  (1日 8時間あたり) 

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ：   ８,２９２円 (1日 8時間あたり) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ： ２０.９％ 

 

6. 教育訓練に関する事項 ： 就業に必要な各種技能講習等 

 

7. そ の 他 の 事 項 

  ・ 労災保険、有給休暇 

    ・ 指定宿泊施設会員割引制度等 

     （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい 。） 

  ・ 健康保険・厚生年金・雇用保険 

   原則として適用なし（臨時的かつ短期的な就業であるため） 

      ※但し、加入基準を満たす場合は適用します。 

以 上 

 

派遣元事業主 

実施事業所 公益社団法人 広島県シルバー人材センター連合会 北広島町事務所 

   〒７３１－１５３３ 広島県山県郡北広島町有田１４９５番地１ 

  電話：０８２６－７２－８４２１ 



様式 31 号 
令和２年７月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他

の軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣

会員の皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくととも

に、就業環境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

 

1. 派 遣 労 働 者 の 数 ：   ６４名 

 

2. 派 遣 先 の 数 ：   １６社 

 

3. 派 遣 料 金 の 平 均 額 ：   １０,２２１円  (1日 8時間あたり) 

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ：    ７,９２４円 (1日 8時間あたり) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ： ２２.５％ 

 

6. 教育訓練に関する事項 ： 就業に必要な各種技能講習等 

 

7. そ の 他 の 事 項 

  ・ 労災保険、有給休暇 

    ・ 指定宿泊施設会員割引制度等 

     （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい 。） 

  ・ 健康保険・厚生年金・雇用保険 

   原則として適用なし（臨時的かつ短期的な就業であるため） 

      ※但し、加入基準を満たす場合は適用します。 

以 上 

 

派遣元事業主 

実施事業所 公益社団法人 広島県シルバー人材センター連合会 世羅町事務所 

   〒７２２－１１２１ 広島県世羅郡世羅町大字西上原１２３番地３ 

  電話：０８４７－２２－５１６０ 



様式 31 号 
令和２年７月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他

の軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣

会員の皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくととも

に、就業環境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

 

1. 派 遣 労 働 者 の 数 ：   ２６名 

 

2. 派 遣 先 の 数 ：    ６社 

 

3. 派 遣 料 金 の 平 均 額 ：  １１,７１０円  (1日 8時間あたり) 

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ：   ９,１４６円 (1日 8時間あたり) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ： ２１.９％ 

 

6. 教育訓練に関する事項 ： 就業に必要な各種技能講習等 

 

7. そ の 他 の 事 項 

  ・ 労災保険、有給休暇 

    ・ 指定宿泊施設会員割引制度等 

     （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい 。） 

  ・ 健康保険・厚生年金・雇用保険 

   原則として適用なし（臨時的かつ短期的な就業であるため） 

      ※但し、加入基準を満たす場合は適用します。 

以 上 

 

派遣元事業主 

実施事業所 公益社団法人 広島県シルバー人材センター連合会 神石高原町事務所 

   〒７２０－１８１２ 広島県神石郡神石高原町油木乙２０１６番地２ 

  電話：０８４７－８９－０１２１ 

 


